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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 

JIS X 8101 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS X 8101-1 第 1 部：原則及び枠組み 

JIS X 8101-2 第 2 部：テクノロジ評価及びシナリオ評価の試験方法 
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シナリオ評価の試験方法 
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Part 2: Testing methodologies for technology and scenario evaluation 

 
序文 

この規格は，2007 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 19795-2 を基に，技術的内容及び対応国際規格

の構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項及び附属書 JA は，対応国際規格にはない事項であ

る。 

 

1 適用範囲 

この規格では，二つの重要な評価方法，すなわち，テクノロジ評価及びシナリオ評価に特有なデータ収

集，データ分析及び報告書の作成に関する要求事項及び推奨事項について規定する。 

この規格では，次の分野に関する要求事項を具体的に規定する。 

－ テクノロジ評価及びシナリオ評価のための試験規約の展開及び詳細な説明 

－ バイオメトリック評価種別に関連するパラメタを反映するバイオメトリック評価の実施及び報告。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 19795-2:2007，Information Technology－Biometric performance testing and reporting－Part 

2: Testing methodologies for technology and scenario evaluation (IDT) 

なお，対応の程度を表す記号 (IDT) は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，一致していることを

示す。 

 

2 適合性 

試験は，この規格のテクノロジ評価箇条又はシナリオ評価箇条に適合しなければならない。 

シナリオ試験に適用する一連の箇条は，テクノロジ試験に適用する一連の箇条とは異なる。さらに，識

別システムの試験は，照合システム試験に適用する一連の箇条とは異なる箇条を適用する。この規格に従

うために，評価は表 1 に示すこの規格の各箇条を遵守しなければならない。 

 

 

 

 


